
 

 

 

 

№ 質  問 答 え 

１ 個人でも申請できますか この事業は安全な集落環境を確保することが目的です

ので、個人や自治会等の団体で申請ができます。 

２ 事前に伐採した場合も対象に

なりますか 

協議会が補助金の交付決定を行う前に実施したものは

対象外です。 

３ 補助の上限はありますか ５万円を上限とし、対象経費の３分の２を補助します。 

ただし、予算の範囲内とします。 

４ 伐採の単価は決まっています

か 

地形や隣接する建物等の状況により一概には単価は出

せないため、業者の見積等を参考にしてください。 

５ どのような業者に委託すれば

よいですか 

市内の森林組合、シルバー人材センター、造園業者、

建設業者等安全に樹木を伐採できる業者を選定してく

ださい。 

６ 見積りは１者のみでよいですか 必ず２者以上で見積合わせを行ってください。 

７ 自身で伐採する場合の経費は

補助の対象となりますか 

自身で伐採する場合は事業の対象外となります 

８ 地主が集落にいない場合や空

き家土地に未利用果樹がある

場合はどうすればよいですか 

自治会等が所有者に対し伐採の必要性について説明し

ていただき必ず同意を得てください。 

９ 木の所有者が不明の場合はど

うすればよいですか 

伐採に係るトラブル等が無いよう、自治会等の責任の

下で実施してください。 

10 伐採木の処分費用は経費に含

まれますか 

対象経費に含まれますが、敷地内に存置しても差し支

えありません。 

11 伐採木を販売する場合はどう

なりますか 

伐採木を販売する場合は、補助対象外とします。 

12 食用として果樹を残したい場

合はどうしたらよいですか 

収穫できる高さに剪定し、幹にトタン等を巻いてクマ等

が登れないようにした上で管理をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） 

お問い合わせ先 

佐野市有害鳥獣被害対策協議会 事務局 

佐野市農山村振興課 鳥獣害対策係 

電話番号 ６１－１１６３（直通） 

ファックス ６１－１１４２（代表） 

イラス 

か 
果樹を残す場合は 

トタンで防除を！ 

 


